
厚生労働大臣が定める掲示事項 

                     ２０２５年１２月０１日現在 

（１）当院は、保険医療機関の指定を受けています。 

（２）入院基本料に関する事項 

 療養病棟入院基本料（療養病棟入院料１）            ２階（６０床） 

「当該病棟では、１日に９人以上の看護職員（看護師及び准看護師）と９人以上の看護補助者が勤務しています。 

なお、時間帯毎の配置は次のとおりです。」 

■朝９時～夕方１７時まで、看護職員及び看護補助者の１人あたりの受け持ち患者数はそれぞれ８人以内です。 

■夕方１７時～翌朝９時まで、看護職員の1人あたりの受け持ち患者数は３０名以内、看護補助者の１人あたりの 

受け持ち患者数は６０人以内です。 

 

 療養病棟入院基本料（療養病棟入院料１）  ３階 ４階 ５階 ８階（各５４床） 

「当該病棟では、１日に９人以上の看護職員（看護師及び准看護師）と９人以上の看護補助者が勤務しています。 

なお、時間帯毎の配置は次のとおりです。」 

■朝９時～夕方１７時まで、看護職員及び看護補助者の１人あたりの受け持ち患者数はそれぞれ８人以内です。 

■夕方１７時～翌朝９時まで、看護職員の1人あたりの受け持ち患者数は２７名以内、看護補助者の１人あたりの 

受け持ち患者数は５４人以内です。 

 

 療養病棟入院基本料（療養病棟入院料１）            ６階（５２床） 

「当該病棟では、１日に８人以上の看護職員（看護師及び准看護師）と８人以上の看護補助者が勤務しています。 

なお、時間帯毎の配置は次のとおりです。」 

■朝９時～夕方１７時まで、看護職員及び看護補助者の１人あたりの受け持ち患者数はそれぞれ７人以内です。 

■夕方１７時～翌朝９時まで、看護職員の1人あたりの受け持ち患者数は２６名以内、看護補助者の１人あたりの 

受け持ち患者数はそれぞれ５２人以内です。 

 

 療養病棟入院基本料（療養病棟入院料１）            ７階（５７床） 

「当該病棟では、１日に９人以上の看護職員（看護師及び准看護師）と９人以上の看護補助者が勤務しています。 

なお、時間帯毎の配置は次のとおりです。」 

■朝９時～夕方１７時まで、看護職員及び看護補助者の１人あたりの受け持ち患者数はそれぞれ８人以内です。 

■夕方１７時～翌朝９時まで、看護職員の1人あたりの受け持ち患者数は２９名以内、看護補助者の１人あたりの 

受け持ち患者数は５７人以内です。 

 

（３）近畿厚生局長への届出事項 

    当院では、下記の施設基準を届出しております。 

（1）療養病棟入院基本料（療養病棟入院料１）  

（2）入院時食事療養（Ⅰ）及び入院時生活療養（Ⅰ）       

当院は、入院時食事療養（Ⅰ）及び入院時生活療養（Ⅰ）の届け出を行っており、管理栄養士又は栄養士によって 

管理された食事を適時（夕食については午後６時以降）、適温で提供しています。 

（3）療養病棟療養環境加算１・２       （4）薬剤管理指導料 

（5）検体検査管理加算（Ⅰ）         （6）ＣＴ撮影及びＭＲＩ撮影 

（7）脳血管疾患等リハビリテーション料（Ⅱ） （8）呼吸器リハビリテーション料（Ⅱ） 

（9）運動器リハビリテーション料(Ⅲ)     （10）胃瘻造設時嚥下機能評価加算 

（11）診療録管理体制加算３          （12）データ提出加算２・４ 

（13）医科点数表第２章第１０部手術の通則の１６に掲げる手術（胃瘻造設術） 

（14）認知症ケア加算区分:加算３       （15）経腸栄養管理加算 

（16）外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅰ）   （17）入院ベースアップ評価料 ２１ 

（18）医療情報取得加算 

当院はオンライン資格確認を行う体制を有しております。受診歴、薬剤情報、特定健診情報その他必要な 

診療情報を取得・活用して診療を行います。マイナ保険証の利用にご協力をお願いします。 

（19）一般名処方加算１・２ 

 

 



（４）明細書の発行状況に関する事項 

当院では、医療の透明化や患者様への情報提供を積極的に推進していく観点から、領収書の発行の際に、個別の診療報酬の

算定項目の分かる明細書を無料で発行しています。また、公費負担医療の受給者で医療費の自己負担のない方についても、

２０１８年４月１日より、明細書を無料で発行することと致しました。なお、明細書には、使用した薬剤の名称や行われた

検査の名称が記載されるものですので、その点、御理解いただき、ご家族の方が代理で会計を行う場合のその代理の方への

発行も含めて、明細書の発行を希望されない方は、会計窓口にてその旨お申し出下さい。 

 

（５）保険外負担に関する事項 

    当院では、以下の項目について、その使用量・利用回数に応じた実費の負担をお願いしています。 

（1）オムツ利用代（定期）   １日 １，８１０円  

（2）オムツ利用代（バルーン） １日 １，３２６円  

（3）オムツ利用代（単回）   １回   ４２９円  

（4）病衣・肌着・タオル類セット（ＡＤＬ区分３の方）  １日 ５６７円 

（5）病衣・肌着・タオル類セット（ＡＤＬ区分２の方）  １日 ５１２円 

（6）病衣・肌着・タオル類セット（ＡＤＬ区分１の方）  １日 ４５７円 

（7）病衣貸与代（通常・浴衣タイプ）  １日 １９８円 

(8) 病衣貸与代（セパレートタイプ）  １日 ２２０円 

（9）病院貸与代（つなぎタイプ）    １日 ２４２円 

（10）おむつカバー貸与代１枚 ２２０円  （11）バスタオル貸与代１枚   １０５円 

（12）フェイスタオル貸与代１枚 ６１円   （13）シャツ貸与代 １枚    １３８円 

（14）パンツ貸与代１枚      １１０円 

（15）トレーニングパンツ貸与代１枚 ２７５円 

（16）靴下貸与代 １足  １１０円    （17）ロングパンツ貸与代１枚  ２７５円 

（18）理髪代（業務委託者）１回 ２，２００円 

   （19）入浴用品利用代（全身シャンプー）１３２円（１回あたり） 

   （20)口腔ケア用品等私物洗浄・保管代（歯ブラシ、コップ、吸い飲み、入歯、シェーバー等）１１０円（１日あたり） 

※歯ブラシのみ５５円、コップのみ５５円、吸い飲みのみ５５円、入歯のみ５５円、シェーバーのみ５５円、 

その他洗浄を伴う私物１件につき５５円 

（21）テレビ代  １日        ３５８円  （22）冷蔵庫代 １日             ８３円 

   （23）歯ブラシ        １２１円 （24）スポンジ歯ブラシ １０本  ３３０円 

   （25）歯磨きティッシュ    ４９５円 （26）デンタルブロック      ５５０円 

   （27）口腔ケア保湿剤   １，１００円 （28）デンタルリンス       ６６０円 

（29）死後処置料    ３１，４２８円 （30）冷水の提供         １１０円 

（31）フドー手袋セット   ５，５００円 （32）フドー手袋メッシュセット７，７００円 

（33）スキンケアローション   １ボトル １，６５０円 

（34）使い捨てマスク      ２枚     １１０円 

（35）クリーニング代      １回     ４４０円 

（36）インフルエンザ予防接種  １回   ２，７５０円        

（37）意見書・証明書      １通   ２，２００円 

（38）診断書（当院様式）    １通   ３，３００円 

（39）診断書（生命保険等）   １通   ５，５００円 

（40）診断書（死亡・障害）   １通   ８，２５０円 

（41）診断書（指定難病）    １通   ５，５００円 

（42）領収証明書        １通   ３, ３００円 

（43）食事用エプロン   １，４００円 （44）ティッシュペーパー ５箱 ４５０円 

（45）ティッシュペーパー１箱 １１０円 （46）義歯ケース        １１０円 

（47）コップ         １１０円 （48）イヤホン         １１０円 

（49）高性能イヤホン   １，４００円 （50）配茶ポット        １１０円 

（51）歯ブラシ        ２００円   (52) 吸い飲み         １１０円 

 

 

 

  



 

（６） 保険外併用療養費 

    ① 特別の療養環境の提供（差額ベッド） 

     当院では、下記の個室・２人室の利用を希望される場合は、別途室料が必要となります。 

 

特別室   １日  １１，０００円  （３床） 

病室・・・ ６０５号  ７０８号  ８０８号 

 

個室    １日   ５，５００円 （４２床） 

病室・・・ ２０６号 ２０８号 ２１０号 ２１２号 ３０６号 ３０７号 ３０８号 ３０９号 ３１０号 

３１１号 ３１２号 ３１３号 ４０６号 ４０７号 ４０８号 ４０９号 ４１０号 ４１２号 

５０６号 ５０７号 ５０８号 ５０９号 ５１０号 ５１１号 ５１２号 ５１３号 ５１４号 

５１５号 ６０６号 ６０７号 ６０８号 ６０９号 ６１０号 ７０２号 ７０４号 ７１３号 

７１５号 ８０２号 ８０４号 ８０６号 ８１３号 ８１５号 

 

２人室   １日   １，３２０円  （３６床） 

病室・・・ ２０７号 ２０９号 ２１１号 ２１３号 ３２２号 ４１１号 ４１３号 ６０４・Ｂ号 ６１１号 

 ６１３号 ７０３号 ７０５号 ７０６号 ７１４号 ８０３号 ８０５号 ８１４号 ８１６号 

 

   ② 医療点数表等に規定する回数を超えて実施するリハビリテーション 

（脳血管疾患等リハビリテーション料、廃用症候群リハビリテーション料、運動器リハ 

ビリテーション料、呼吸器リハビリテーション料）  １単位（２０分） ２，２００円 

 

（７） 当院は、生活保護法指定医療機関・労災保険指定医療機関です。 

 

※表示金額は、すべて消費税を含めた税込価格となります。 


